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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特に少なくとも１つの物質の配置のために設定される、手動使用の物品（２）用カバー
要素（１）であって、前記カバー要素（１）は、
　－中に挿入される手動使用の物品（２）の少なくとも１つのそれぞれの使用部分（２ｃ
）を受容するように、少なくとも１つのアクセス開口（４）が設けられる、少なくとも１
つの第１の端部（３ａ）を有する中空のケース（３）と、
　－前記カバー要素（１）と前記それぞれの物品（２）との係合を確実にするために、前
記ケース（３）と連結される結合手段と、
　を備え、
　前記カバー要素（１）は、少なくとも１つの手動作用の効果によって、それぞれの物品
（２）に係合する結合状態と、前記物品（２）から分離される解放状態との間の、前記カ
バー要素（１）のシフトを引き起こす前記ケース（３）に連結される当接手段（５）をさ
らに備え、
　前記当接手段（５）は、前記ケース（３）から外側に、前記カバー要素（１）の長手方
向延長部の横に突出する、少なくとも１つの隆起部（６）を備え、前記隆起部（６）は、
前記ケース（３）に対して対向する側に存在する第１の当接表面（７）を有し、
　前記第１の当接表面（７）は、前記カバー要素（１）の長手方向延長部に対して傾斜延
長部を結果として伴い、中空ケースの前記第１の端部（３ａ）から第２の端部（３ｂ）の
方へ向かってスタートし、前記中空ケース（３）から離れて径方向に移動する、ことを特
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徴とする、カバー要素。
【請求項２】
　前記第１の当接表面（７）は、ほぼアーチ形の延長部を有することを特徴とする、請求
項１に記載の要素。
【請求項３】
　前記第１の当接表面（７）は、エルゴノミック係合で対応する指を受容するために陥凹
形であることを特徴とする、請求項１又は２に記載の要素。
【請求項４】
　前記第１の当接表面（７）は、少なくとも部分的に円形の周辺エッジ（７ａ）を有する
ことを特徴とする、請求項１に記載の要素。
【請求項５】
　前記第１の当接表面（７）の前記周辺エッジ（７ａ）は、少なくとも部分的に楕円形の
外形を有することを特徴とする、請求項４に記載の要素。
【請求項６】
　前記第１の当接表面（７）の形状は、使用者の手（８）の１本の指の指先（８ａ）の形
状にほぼマッチすることを特徴とする、請求項１に記載の要素。
【請求項７】
　前記第１の当接表面（７）の形状は、親指（８ｂ）の指先（８ａ）の形状にほぼマッチ
することを特徴とする、請求項１に記載の要素。
【請求項８】
　前記隆起部（６）は、前記第１の当接表面（７）と前記ケース（３）との間に、前記ケ
ースに対して、かつ、前記第１の当接表面（７）に対して横に延在する、第２の当接表面
（９）を有することを特徴とする、請求項１に記載の要素。
【請求項９】
　前記第２の当接表面（９）は、前記第１の当接表面（７）まわりに周辺に延在すること
を特徴とする、請求項８に記載の要素。
【請求項１０】
　前記第２の当接表面（９）は、アーチ形延長部を有することを特徴とする、請求項８又
は９に記載の要素。
【請求項１１】
　前記第２の当接表面（９）は、陥凹部であることを特徴とする、請求項８に記載の要素
。
【請求項１２】
　前記第２の当接表面（９）は、前記ケース（３）に接合されることを特徴とする、請求
項８に記載の要素。
【請求項１３】
　前記カバー要素（１）と、ガーメントの少なくとも１つのほぼ平坦な部分との係合のた
めに、前記ケース（３）から延出する、少なくとも１つのフックテールピース（１０）を
さらに備えることを特徴とする、請求項１に記載の要素。
【請求項１４】
　前記フックテールピース（１０）は、前記隆起部（６）に対して対向する側に前記ケー
ス（３）から延出することを特徴とする、請求項１３に記載の要素。
【請求項１５】
　外側にカバーされることが可能である少なくとも１つの使用部分（２ｃ）を有する、本
体（２ａ）を備える手動使用のための物品（２）であって、請求項１から１４のいずれか
１項に記載の少なくとも１つのカバー要素（１）をさらに備えることを特徴とする、物品
。
【請求項１６】
　ペン又は類似の事務用品であることを特徴とする、請求項１５に記載の物品。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に少なくとも１つの流体物質の配置のために設定される、手動使用の物品
用カバー要素に関する。
【０００２】
　本発明は、さらに、上述のカバー要素が設けられる流体物質を配置するための、ペンあ
るいは類似装置などの手動使用の物品に関する。
【背景技術】
【０００３】
　本発明は、特に傷つきやすい、及び／又は繊細な部分のために外側カバーを必要とする
あらゆる商品分野に、かつ、あらゆる手動使用の物品に用いられるように構成されている
。たとえば、事務用品に関して、本発明の物体は、ペン、フェルトペン、マーカー、修正
液、接着剤及び／又は類似商品に適用することが可能であり、それらが使用中でないとき
、前述の物品の先端を保護する。本発明は、さらに、リップスティック、マスカラ、アイ
ライナー、チューブ又はスティック状の類似製品などの化粧品の分野で、広範囲にわたっ
て使用されることが可能である。本発明の用途は、これが多数の異なるセクターに広がる
ので、いずれかの特定の商品分野に限定されることができないほど広範囲であることは明
らかである。
【０００４】
　上述の物品などの特に傷つきやすい、及び／又は繊細な部分のカバーは、ねじ留め及び
／又は嵌め込みによる相互係合を介して一般に適用されるふた、キャップ、プラグ及び／
又は類似のカバー要素を通常基にすることは知られている。特に、カバー要素が、それら
の使用部分において、それぞれの物品の方へ元に戻されるとき、閉鎖要素は、所望の係合
が得られるまで、手動作用を介して本体又は対応する物品にねじ留めされるか、又は、本
体又は対応する物品の方へ押し進められるかである。
【０００５】
　対応する物品の方への閉鎖要素の適用が行われるのと同じ方法で、使用部分の解放が、
前述の物品が係合した物品から分離されるまで、カバー要素をねじって外すことによって
、又は、これを移動して離すことによって、行われる。カバー要素の適用及び解放は、両
方とも、２本以上の指を使用して手動で行われ、そのために、対応する手の完全使用が必
要とされる。
【０００６】
　物品にねじ係合手段が設けられる場合、前記適用及び解放操作のために、これが、カバ
ー要素に影響を与える手の作用に対して反対方向にこれの長手方向軸まわりに物品に回転
を与える際、最初の手を助ける必要があるので、さらに、もう１本の手の使用が必要とさ
れる。これとは反対に、嵌め込みによる係合を行う手段の存在では、物品の本体は、前述
の物品の分離を行う手に対して反対方向に引かれることになる。
【０００７】
　上記の理由に基づき、本出願人は、手動使用の物品用の周知のカバー要素が、それらが
通常適用される商品の傷つきやすい、及び／又は繊細な部分を十分に保護するのに対して
、それらは、いくつかの欠点を有し、異なる観点のもとに改良されることが可能であるこ
とが分かった。
【０００８】
　特に、本出願人は、前記カバー要素が、それぞれの物品からの前述の物品の離脱又は解
放と、この操作を行う際の快適さと容易さとに対して、改善されることが可能であること
に気付いた。
【０００９】
　実際に、本出願人は、前述の物品のカバー要素を離脱及び／又は適用させるために、手
動使用の本物品が、強制的に両手の使用を必要とすることが分かった。この要件を満たす
ことは通常きわめて簡単であるのに対して、使用者の少なくとも１本の手が、何らかの理
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由で、前記操作を行うことができないとき、特に難しくなることがある。換言すれば、１
本の手での使用が不可能であることによって、明らかに容易である操作を行うことを難し
くさせる。
【００１０】
　　本出願人は、前記カバー要素の適用及び／又は離脱のための本テクニックがさらに容
易に行われ、簡素化されることが可能であることに、最終的に気付いた。
【特許文献１】欧州特許公開７０３０９６号明細書（ＥＰ０７０３０９６Ａ１）
【特許文献２】独国実用新案９１１５１２４号明細書（ＤＥ９１１５１２４Ｕ１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、特に少なくとも１つの物質の配置のために設定される、手動使用の物
品用カバー要素を提供することによって、当技術分野において周知である欠点を回避する
ことであり、それは、簡単で、容易な適用と取り外しとであり、加えて、使用者だけによ
る１本の手の使用を必要とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明によれば、この目的は、説明され、添付の特許請求の範囲に主張される特色によ
る、特に少なくとも１つの物質の配置のために設定される、物品用カバー要素によって、
又は、前記カバー要素が設けられる手動使用の物品によって達成される。
【００１３】
　本発明は、ここでは、限定的ではないが、本発明による、特に少なくとも１つの物質の
配置のために設定される物品用カバー要素、及び／又は前記カバー要素が設けられる手動
使用の物品の好ましい一実施形態を示す、添付の図面を参照して説明されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　図面を参照すると、本発明による、特に少なくとも１つの物質の配置のために設定され
る、手動使用の物品用カバー要素が、全体として参照符号１で確認される。
【００１５】
　特に、カバー要素１は、事務用品、化粧品、医療処置かつ身体処置用などの物品の分野
などの異なる商品分野で見出されることが可能な、手動使用の物品２のあらゆるタイプ（
図１と、図３から図５）に使用されるように構成されている。換言すれば、カバー要素１
は、少なくとも部分的にカバーされ、保護される物品２の存在がある場合、あらゆる商品
セクターにおいて用途を見出すことが可能である。
【００１６】
　特に図１及び図３から図５を参照すると、一例としてここに示され、したがって、本発
明を限定する存在のためではない物品２は、ペン、フェルトペン、修正液、接着剤などの
円筒形事務用品２であることが好ましい。
【００１７】
　さらに、図１及び図３から図５を参照すると、物品２は、ほぼ細長い形状の本体２ａを
備え、それの１つの端部２ｂにおいて、少なくとも１つの使用部分２ｃ（図３に部分的に
見られる）を有し、その部分は、使用されていない状態で、前記カバー要素１に少なくと
も部分的にカバーされるように構成される。第１の端部２ｂから対向する側に、物品２は
、ほぼ先細になり、かつ円形の構成の第２の端部２ｄを有し、それの断面が次第に減少し
、そのために、これは、締りばめによる係合で、物品自体の使用の間上述のカバー要素１
を受容することが可能な部分２ｅで終端する。
【００１８】
　さらに添付の図面を参照すると、カバー要素１は、ほぼ細長い、先細になる形状の少な
くとも１つの中空のケース３を備える。詳細には、中空のケース３は、物品が使用されな
いとき物品２の使用部分２ｃを受容するために適切なアクセス開口４が設けられる第１の
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端部３ａと、必要な場合、適切なエアレーションポート３ｃ（図１、図２及び図５）が設
けられる第１の端部３ａに対向する、第２のほぼ円形の端部３ｂとを有する。
【００１９】
　カバー要素１は、さらに、カバー要素１をそれぞれの物品２と確実に係合するために、
中空のケース３と連結される結合手段（周知であるので図示せず）を備える。結合手段は
、カバー要素１の起こり得る引き離しを妨げるような方法で、物品２の第１の端部２ｂに
配置されるそれぞれの結合要素（図示せず）と協働する、少なくとも１つのスナップフッ
クシステムを有することが好ましい。
【００２０】
　カバー要素１は、中空のケース３と連結される当接手段５を備え、使用者による少なく
とも１つの手動作用の結果として伴う、これがそれぞれの物品２に係合する結合状態（図
１、図４及び図５）と、これが分離される解放状態（図２及び図３）との間に、カバー要
素をシフトさせることが利点である。
【００２１】
　添付図面に示されるように、当接手段５は、中空のケース３から外側に、中空のケース
３の長手方向延長部の横に突出する、少なくとも１つの隆起部６の存在を意図している。
特に、隆起部６は、カバー要素１が結合状態（図１、図４及び図５）に配置されるとき物
品２に面する第１の当接表面７を有する。第１の当接表面７は、ケース３に対して対向す
る側に存在し、カバー要素１の長手方向延長部に対して傾斜延長部を結果として伴うこと
が好ましい。より詳細には、第１の当接表面７は、中空のケース３から離れて径方向に移
動し、中空のケースの第１の端部３ａから、第２の端部３ｂの方へ向ってスタートする。
【００２２】
　再度添付の図面を参照すると、第１の当接表面７は、アーチ形延長部を有する。前記第
１の当接表面７はほぼ陥凹形であり、陥凹中央領域と、隆起周辺領域とをそれぞれ画定す
ることが好ましい。
【００２３】
　図２に示されるように、第１の当接表面７は、ほぼ円形の周辺エッジ７ａを有し、その
外形は、少なくとも部分的に楕円形構成を有する。第１の当接表面７の形状は、１本の手
８の１本の指の指先８ａ、好ましくは、親指８ｂの形状にマッチすることが利点であり、
そのために、エルゴノミック係合で対応する指を受容するように構成される。
【００２４】
　隆起部６は、さらに、第１の当接表面７と中空のケース３との間に、中空のケースの、
かつ第１の当接表面７の横に延在する、第２の当接表面９を有する。詳細には、第２の当
接表面９は、ケース３の外側表面を接合するために、第１の当接表面７の周辺エッジ７ａ
からスタートして延在する。換言すれば、第２の当接表面９は、第１の当接表面７まわり
に周辺に延在し、部分的にこれを囲む。
【００２５】
　第２の当接表面９も、アーチ形延長部を有し、陥凹部であることが好ましい。第２の当
接表面９は、中断なく中空のケース３と接続され、そのために、第２の当接表面９と中空
のケース３の外側表面との間のラインは、触感によって感じられることがないことが利点
である。
【００２６】
　図５に示される本発明の別の実施形態によれば、カバー要素１は、カバー要素１と、ポ
ケット、ループなどのガーメントの少なくとも１つのほぼ平坦な部分との係合のために中
空のケース３から延出する、少なくとも１つのフックテールピース１０を備える。
【００２７】
　図５に示されるように、フックテールピース１０は、隆起部６に対して対向する側に中
空のケース３から延出し、中空のケース３の第２の端部３ｂから中空のケース３の第１の
端部３ａの方へ向って突出し、アクセス開口４に近接する位置で終端する。
【００２８】
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　構造に関して主として上記に説明される本発明の操作は、以下のとおりである。
【００２９】
　図３に示されるように、上述のカバー要素１が設けられる物品２が使用されるとき、こ
れは、親指８ｂ以外のすべての指が物品２の本体２ａを囲み、これのまわりに近接される
ように１本の手８で把持されることが可能である。この位置において、親指８ｂは、当然
のことながら、カバー要素１のケース３の隆起部６にあることが利点である。結果として
、親指８ｂは、第１の当接表面７に置き、これの特定の形状は、使用者の指とカバー要素
１との間の相互適合の最良の関係を確実とする。
【００３０】
　物品２から離れるようにカバー要素１を移動しようとする（方向矢印「Ａ」によって図
３に確認される）適切なスラスト作用を結果として伴い、前記カバー要素１は、物品の使
用部分２ｃから離れて移動する物品２の長手方向軸に沿って平行移動する。
【００３１】
　明らかに、第１の当接表面７の形状により、十分な強度のスラスト作用が、親指８ｂに
よって行われることを可能にし、カバー要素１の結合手段によって発生する抵抗を解消し
、結合状態から解放状態へカバー要素自体１をシフトさせる。
【００３２】
　カバー要素１の分離は、前記物品２の本体２ａを囲み、これを保持する使用者の指によ
って容易に行われる。
【００３３】
　これとは反対に、図４を参照すると、解放状態から結合状態へのカバー要素１のシフト
は、解放方向（図４の方向矢印「Ｂ」）に対して対向する方向にカバー要素１に加わる別
のスラスト作用によって生じる。この状態のもとに、使用者の手８は、物品２のまわりに
近接状態に維持されるが、親指８ｂは、周辺エッジ７ａ全体にわたってあり、第２の当接
表面９に支承し、第２の当接表面９を要素２の方へ向って押し進める。カバー要素１は、
結合手段がカバー要素１と要素２との間に確実な係合を生じるまで、要素２に近接して移
動する。
【００３４】
　図５に示される実施形態を参照すると、カバー要素の操作は、変更されていない。しか
しながら、フックテールピース１０の存在のために、使用者のガーメントへの、物品２と
結合されるカバー要素１の適応が、可能とされる。
【００３５】
　本発明は、周知の技術において見出される問題点を解決し、意図された目的を達する。
【００３６】
　まず、上記に説明されるカバー要素の当接手段の特定の構造のために、これをそれぞれ
の物品から解放するための操作は容易に行われる。
【００３７】
　加えて、前記当接手段は、さらに、カバー要素と対応する物品との間の結合操作を簡素
化するのに使用されることが可能である。
【００３８】
　いっそう詳細には、カバー要素を解放する、及び／又は結合するための操作は、簡単で
迅速な動きによって、１本の手だけの使用を介して行われることが可能であることが利点
である。換言すれば、設計されるような閉鎖要素により、もう１本の手の力を借りずに、
それぞれの物品の使用部分からの分離を可能にし、そのために、両手を物理的に利用する
ことができないあらゆる使用者の使用が容易になる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明による、手動使用のためのそれぞれの物品に適用されるカバー要素の斜視
図である。
【図２】前の図に見られ、ここにだけ表わされる要素の斜視図である。
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【図３】手動式スラスト作用によって行われる、前の図に見られるカバー要素の解放を示
す概略図である。
【図４】１つの引き起こされる解放とは反対の手動式スラスト作用によって行われる、カ
バー要素とそれぞれの物品との間の結合操作の概略図である。
【図５】本発明によるカバー要素の別の実施形態の立面図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１　カバー要素
　２　物品
　２ａ　本体
　２ｂ、３ａ　第１の端部
　２ｃ　使用状態
　２ｄ、３ｂ　第２の端部
　２ｅ　部分
　３　中空のケース
　３ｃ　エアレーションポート
　４　アクセス開口
　５　当接手段
　６　隆起部
　７　第１の当接表面
　７ａ　周辺エッジ
　８　１本の手
　８ａ　指先
　８ｂ　親指
　９　第２の当接表面
　１０　フックテールピース
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